
施
設
見
学
記
録

（平
成
二
五
年
分
）

c少
年
院
は
、
長
期
処
遇
の
少
年
を
収
容
す
る
少
年
院
で
あ
る
。

．、
―
―
 c
少

年

院

当
す
る
同
年
度
の
専
門
演
習
I
及
び
II
の
受
講
生
を
引
率
し
た
。

本
号
で
は
、
平
成
二
五
年
（
二

0
二
ニ
年
）
に
見
学
し
た
施
設
の
見
学
記
録
を
掲
載
す
る
。
同
年
に
参
観
・
見
学
し
た
施
設
は
、

C
少
年
院
及
び
D
更

生
保
護
施
設
で
あ
る
。

C
少
年
院
の
見
学
は
、
同
年
九
月
に
行
な
っ
た
。

D
更
生
保
護
施
設
の
見
学
は
同
年
一

0
月
に
行
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
私
の
担

〔
資
料
〕

一
、

は

じ

め

に

平
成
二

四
年
分

（
以
上
、
六
四
巻
五
号
）

平
成
二
五
年
分

（
以
上
、
本
号
）

施
設
見
学
記
録

（
平
成
二
五
年
分
）

永

田

（
三
三
二
）

憲

史



を
書
く
心
理
療
法
の
理
論
と
実
践
ー
』

筆
者
は
、
以
前
に

C
少
年
院
を
見
学
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
施
設
見
学
記
録
」
と
し
て
関
西
大
学
法
学
論
集
に
公
表
し
た
。
こ
の
た
び
、
再
度

見
学
す
る
機
会
を
得
た
た
め
、
以
前
と
異
な
る
点
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
定
員
に
対
す
る
在
院
者
の
割
合
が
一
層
低
下
し
、

（
岡
本
茂
樹
『
ロ
ー
ル
レ
タ
リ
ン
グ
|
ー
—
手
紙

（
三
三
一
）

五
0
％
程
度
で
推
移
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
少
年
が
起
居
す
る
寮
の
一
部

は
、
少
年
を
収
容
す
る
こ
と
な
く
、
空
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
筆
者
ら
は
、
少
年
が
収
容
さ
れ
て
い
な
い
寮
の
内
部
を
詳
細
に
見
学
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
具
体
的
に
は
、
リ
ビ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
居
室
、
洗
面
所
、
ト
イ
レ
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
状
況
を
確
認
し
、
収

容
さ
れ
て
い
る
少
年
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
え
、
感
じ
ら
れ
る
の
か
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

出
院
時
の
就
職
状
況
に
つ
い
て
見
る
と
、
平
成
ニ―

年
（
二
0
0
九
年
）
に
は
一
〇
二
人
中
五
六
人
（
五
五
％
）

て
、
平
成
二
四
年
（
二

0
―
二
年
）
に
は
七
一
人
中
一
七
人
（
二
四
％
）

る
。
こ
の
原
因
と
し
て
、
①
就
職
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
や
、
②
帰
住
調
整
が
不
調
に
終
わ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
な

ど
の
ほ
か
、
③
就
労
希
望
職
種
の
選
択
肢
の
幅
が
狭
い
上
、
④
出
院
時
後
す
ぐ
に
就
労
す
る
こ
と
が
再
犯
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
に
重
要
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
少
年
や
そ
の
家
族
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
乏
し
い
こ
と
が
増
え
て
い
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、

C
少
年
院
で

も
、
就
労
支
援
の
取
り
組
み
を
活
発
化
さ
せ
て
お
り
、
中
間
期
に
就
労
準
備
講
座
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
教
育
を
担
っ
て
も
ら
う
こ
と
や
、

日
本
財
団
の
支
援
に
よ
る
職
親
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の
利
用
を
進
め
て
い
る
。
就
労
は
再
犯
防
止
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
人
生
設
計
に
お
い
て
も
重

要
で
あ
る
。
少
年
だ
け
で
な
く
家
族
を
も
巻
き
込
ん
で
職
業
観
の
醸
成
を
図
る
こ
と
が
今
後
一
層
期
待
さ
れ
る
。

見
学
時
に
は
、
親
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
人
た
ち
に
少
年
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
中
で
味
わ
っ
て
き
た
苦
し
み
や
辛
さ
を
訴
え
る
こ
と
を
想
定
し
て

書
か
れ
た
、
四

0
枚
あ
ま
り
の
「
心
の
叫
び
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
心
の
叫
び
」
は
葉
書
大
の
紙
に
毛
筆
で
書
か
れ
て
お
り
、
親
に
対
す
る
許
し

難
い
否
定
的
な
感
情
が
顕
わ
に
さ
れ
て
い
た
。
近
時
、
犯
罪
者
や
非
行
少
年
の
真
の
更
生
の
た
め
に
は
、
処
遇
の
初
期
の
段
階
で
犯
罪
者
や
非
行
少
年
が

抱
え
る
他
者
に
対
す
る
否
定
的
な
感
情
を
吐
き
出
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
解
が
注
目
を
集
め
て
い
る

関
法
第
六
五
巻

一
号

の
就
職
が
決
定
し
て
い
た
の
に
対
し

の
就
職
が
決
定
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
就
職
決
定
率
の
低
下
傾
向
が
顕
著
で
あ

（
金
子
書
房
、
二

0
―
二）
、
同
『
無
期
懲
役
囚
の
更
生
は
可
能
か
ー
_
|
本
当
に
人
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
だ



は
、
保
護
観
察
の
補
導
援
護
を
委
託
す
る
形
式
で
実
施
さ
れ
る

（
そ
の
他
に
つ
い
て
は
同
法
二
条
二
項
各
号
参
照
）
。

で
あ
る
。
継
続
保
護
事
業
と
は
、
「
現
に
改
善
更
生
の
た
め
の
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
更
生
保
護
施
設
に
収
容
し
て
、
そ
の
者
に
対
し
、
宿
泊

場
所
を
供
与
し
、
教
養
訓
練
、
医
療
又
は
就
職
を
助
け
、
職
業
を
補
導
し
、
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
を
行
い
、
生
活
環
境
の

改
善
又
は
調
整
を
図
る
等
そ
の
改
善
更
生
に
必
要
な
保
護
を
行
う
事
業
」
を
言
う
（
同
法
二
条
二
項
柱
書
）
。
継
続
保
護
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
「
懲
役
、
禁
錮
又
は
拘
留
に
つ
き
、
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
、
又
は
そ
の
執
行
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者
」
（
同
法
二
条
二
項
二

号
）
等
で
あ
る

更
生
保
護
施
設
へ
の
入
所
者
は
、
保
護
観
察
対
象
者
と
刑
務
所
か
ら
の
満
期
出
所
者
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
保
護
観
察
対
象
者
の
入
所

施
設
見
学
記
録
（
平
成
二
五
年
分
）

（
更
生
保
護
法
六
一
条
二
項
。
応
急
の
援
護
に
つ
い
て
は
同
法
六
二
条
三
項
）
。

刑
務
所
か
ら
の
満
期
出
所
者
の
入
所
は
、
更
生
緊
急
保
護
と
し
て
委
託
す
る
形
式
で
実
施
さ
れ
る

更
生
保
護
事
業
は
、
継
続
保
護
事
業
、

（
同
法
二
条
六
項
、
四
条
以
下
）
。

一
時
保
護
事
業
及
び
連
絡
助
成
事
業
か
ら
な
る
と
こ
ろ

ろ
う
か
|
|
』
（
晃
洋
書
房
、

二
0
一
三
）
、
同
『
反
省
さ
せ
る
と
犯
罪
者
に
な
り
ま
す
』
（
新
潮
社
、

二
0
一
三
）
）
。

C
少
年
院
で
は
、
少
年
に
本
音
を

語
ら
せ
、
そ
れ
を
土
台
に
少
年
自
身
が
気
付
き
を
得
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
一
歩
進
ん
だ
処
遇
が
行
な
わ
れ
て
い

三
、
D
更
生
保
護
施
設

る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。

（
三
三

0
)

（
同
法
八
五
条
三
項
）
。
更
生
緊
急
保
護
と
は
、
「
刑
事

一方、

（
同
法
二
条
一
項
）
、
継
続
保
護
事
業
が
事
業
の
中
核

D
更
生
保
護
施
設
は
、
保
護
の
対
象
を
成
人
男
子
と
す
る
日
本
で
も
有
数
の
規
模
の
更
生
保
護
施
設
で
あ
る
。

D
更
生
保
護
施
設
は
、
都
市
部
に
位
置

し
て
い
る
。
更
生
保
護
施
設
は
、
「
被
保
護
者
の
改
善
更
生
に
必
要
な
保
護
を
行
う
施
設
の
う
ち
、
被
保
護
者
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
建
物

及
び
そ
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
も
の
」
を
言
う
（
更
生
保
護
事
業
法
二
条
七
項
）
。

D
更
生
保
護
施
設
は
更
生
保
護
法
人
に
よ
り
設
置
及
び
運
営
さ
れ

て
い
る
。
更
生
保
護
法
人
は
、
更
生
保
護
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
更
生
保
護
事
業
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る



上
の
手
続
又
は
保
護
処
分
に
よ
る
身
体
の
拘
束
を
解
か
れ
た
後
、
親
族
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
若
し
く
は
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る

機
関
そ
の
他
の
機
関
か
ら
医
療
、
宿
泊
、
職
業
そ
の
他
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
援
助
若
し
く
は
保
護
の
み
に
よ
っ
て
は

改
善
更
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
緊
急
に
、
そ
の
者
に
対
し
、
金
品
を
給
与
し
、
又
は
貸
与
し
、
宿
泊
場
所
を
供
与
し
、
宿
泊

場
所
へ
の
帰
住
、
医
療
、
療
養
、
就
職
又
は
教
養
訓
練
を
助
け
、
職
業
を
補
導
し
、
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
を
行
い
、
生
活

環
境
の
改
善
又
は
調
整
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
者
が
進
ん
で
法
律
を
守
る
善
良
な
社
会
の

一
員
と
な
る
こ
と
を
援
護
し
、
そ
の
速
や
か
な
改
善
更

生
を
保
護
す
る
こ
と
」
を
言
う

（同
法
八
五
条
一
項
柱
書
。
対
象
者
に
つ
い
て
は
同
法
八
五
条

一
項
各
号
参
照
）

。

保
護
観
察
所
長
が
決
定
す
る
委
託
期
間
は
、
保
護
観
察
対
象
者
の
場
合
、
通
常
、
保
護
観
察
の
期
間
で
あ
る
。
刑
務
所
か
ら
の
満
期
出
所
者
の
場
合
、

（
同
法
八
五
条
四
項
）
。
委
託
当
初
は
通
常
、
宿
泊
費
、
光
熱
費
及
び
食
費
な
ど
は
無
料
で
提
供
さ
れ
る
も
の
の
、
委

D
更
生
保
護
施
設
は
、
建
物
の
新
築
や
工
事
な
ど
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
を
擁
し
て
い
る
。

見
学
日
当
日
の
被
保
護
者
は
定
員
比
六
五
％
で
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
四
割
以
上
が
高
齢
の
障
害
者
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
刑
務
所
か
ら
の
満
期
出
所
者
を
更
生
緊
急
保
護
の
形
式
で
保
護
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
、
保
護
観
察
対
象
者
を
保
護
す
る

被
保
護
者
の
罪
種
は
限
定
し
て
お
ら
ず
、
個
別
に
入
所
の
可
否
を
判
断
し
て
い
る
。

入
所
期
間
は
、

三
か
月
以
上
六
か
月
未
満
が
約
半
数
に
達
し
て
お
り
、
退
所
先
は
借
家
と
就
職
先
へ
の
住
込
み
が
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。

被
保
護
者
に
は
、
生
活
指
導
、
就
職
の
援
助
な
ど
を
行
う
。
酒
害
学
習
会
や
薬
物
学
習
会
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、

S
S
T

起
床
時
間
は
六
時
、
門
限
は
二
二
時
、
消
灯
は
二
二
時
三
0
分
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

食
事
は
、
施
設
内
の
厨
房
で
三
食
作
ら
れ
、
被
保
護
者
に
提
供
さ
れ
る
。
建
築
関
係
の
職
場
に
出
勤
す
る
被
保
護
者
の
た
め
に
五
時
四

0
分
か
ら
朝
食

ing)

に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
い
る
。

託
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、

一
定
期
間
後
、
食
費
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

原
則
と
し
て
六
か
月
以
内
で
あ
る

関
法
第
六
五
巻

一
号

四

(Social Skills T
r
a
i
n
 ,
 

（
三
二
九
）



＊
 

加
配
の
た
め
に
委
託
費
の
上
乗
せ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

こ
。

t
 

は
認
め
ら
れ
て
お
り
、
九
割
以
上
の
被
保
護
者
が
喫
煙
者
で
あ
る
。

の
公
衆
浴
場
に
出
掛
け
る
者
も
い
る
。

五

が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
出
勤
す
る
被
保
護
者
の
た
め
に
、
昼
食
の
弁
当
も
提
供
さ
れ
て
い
る
。
白
米
に
つ
い
て
は
被
保
護
者
が
自
ら
盛
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
か
つ
て
は
、
就
労
す
る
被
保
護
者
が
多
か

っ
た
た
め
、
昼
食
を
施
設
で
摂
る
被
保
護
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
が
、
高
齢
で
障
害
を
有
す
る
被

保
護
者
が
増
加
し
た
の
に
伴
い
、
昼
食
を
施
設
で
摂
る
被
保
護
者
が
増
加
し
て
い
る
。

入
浴
は
週
三
回
で
あ
る
。
夏
期
は
毎
日
シ
ャ
ワ
ー
が
利
用
で
き
る
。
毎
日
入
浴
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
働
い
て
い
る
被
保
護
者
の
中
に
は
近
隣

過
去
に
飲
酒
に
関
係
し
て
問
題
を
起
こ
し
た
者
が
少
な
く
な
い
た
め
、
施
設
内
は
ト
ラ
ブ
ル
防
止
を
目
的
と
し
て
禁
酒
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
喫
煙

食
堂
、
浴
室
、
居
室
、
相
談
室
を
見
学
し
た
。
浴
室
は

一
0
人
以
上
が
一
度
に
入
浴
で
き
る
広
さ
で
あ
っ
た
。
居
室
は
、
個
室
と
二
人
部
屋
が
あ
り
、

個
室
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
近
時
の
改
修
に
よ

っ
て
二
人
部
屋
を
減
ら
し
、
個
室
を
増
や
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
被
保
護
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
大

幅
に
減
少
し
た
。
個
室
は
六
畳
ほ
ど
の
広
さ
で
あ
り
、
ベ
ッ
ド
の
ほ
か
、

イ
レ
や
洗
面
所
は
各
階
に
あ
り
、
居
室
内
に
は
な
か
っ
た
。
改
修
に
よ

っ
て
、
高
齢
で
障
害
を
有
す
る
被
保
護
者
向
け
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
フ
ロ
ア
が
作

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
居
室
で
は
、
入
口
の
扉
も
引
き
戸
と
さ
れ
て
い
た
。
喫
煙
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
か
、
居
室
周
辺
で
は
、
煙
草
の
臭
い
が
し

高
齢
で
障
害
を
有
す
る
被
保
護
者
の
増
加
に
よ
り
、
「
更
生
保
護
施
設
入
所
中
に
お
金
を
貯
め
て
自
立
す
る
」
と
い
う
伝
統
的
な
モ
デ
ル
が
必
ず
し
も

当
て
は
ま
ら
な
い
被
保
護
者
が
増
加
し
て
お
り
、
退
所
後
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
生
活
保
護
の
受
給
を
含
め
た
福
祉
や
医
療
へ
の
橋
渡
し
が
重
要

と
な
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。
そ
の
た
め
、
更
生
保
護
施
設
へ
の
社
会
福
祉
士
の
配
置
が
今
後
い

っ
そ
う
意
味
を
有
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
社
会
福
祉
士
の

御
多
忙
の
折
、
参
観
の
お
世
話
を
い
た
だ
い
た

C
少
年
院
首
席
処
遇
官
並
び
に

D
更
生
保
護
施
設
を
設
置
及
び
運
営
す
る
更
生
保
護
法
人
の
理
事

施
設
見
学
記
録

（平
成
二
五
年
分
）

ク
ロ
ー
ゼ

ッ
ト
な
ど
が
あ
り
、
テ
レ
ビ
と
エ
ア
コ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
ト

（
三
二

八）



長
及
び
施
設
長
を
は
じ
め
と
す
る
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

関
法
第
六
五
巻

一
号

六

（
三
二
七）


